
滋
賀
県
消
防
協
会
長
表
彰

☆
功
績
章（
15
年
）

分
団
長　
　
杉
村　
正
明

☆
勤
功
章（
13
年
）

副
分
団
長　
奥
村　
　
勝

団　
員　
　
山
　
庄
平

団　
員　
　
藤
﨑　
雅
士

☆
勤
続
章（
10
年
）

班　
長　
　
大
谷　
順
也

班　
長　
　
髙
木　
大
輔

班　
長　
　
山
本　
篤
史

団　
員　
　
清
谷　
宗
幸

団　
員　
　
吉
村
慎
太
郎

団　
員　
　
川
東　
太
郎

☆
消
防
団
活
性
化
対
策
精
励
表
彰

◎
金
章

班　
長　
　
竹
村　
宗
和

◎
銀
章

班　
長　
　
木
田　
武
志

班　
長　
　
古
道　
祥
彦

班　
長　
　
三
添　
琢
也

◎
銅
章

団　
員　
　
郷
間　
大
生

団　
員　
　
中
西　
正
晴

団　
員　
　
坂
田　
　
匠

団　
員　
　
岡
﨑　
利
裕

団　
員　
　
加
納　
貴
道

団　
員　
　
塚
本　
行
信

団　
員　
　
脇　
　
貴
美

団　
員　
　
中
川　
由
暁

団　
員　
　
西
川　
広
朗

団　
員　
　
小
田　
　
浩

団　
員　
　
藤
﨑　
敦
史

団　
員　
　
三
上　
智
史

団　
員　
　
橋
本　
寿
士

消
防
協
会
日
野
支
部
長

日
野
町
消
防
団
長
表
彰

☆
勤
功
章

団　
員　
　
上
床　
正
臣

団　
員　
　
岡　
　
勇
人

団　
員　
　
山
口　
卓
也

滋
賀
県
消
防
協
会

日
野
支
部
長
表
彰

☆
勤
功
表
彰(

８
年
勤
続)

班　
長　
　
岩
谷
興
太
朗

班　
長　
　
古
澤　
　
修

班　
長　
　
竹
村　
宗
和

団　
員　
　
水
本　
哲
也

団　
員　
　
廣
嶋　
貴
明

団　
員　
　
橋
本　
昌
明

団　
員　
　
植
村　
和
也

団　
員　
　

野　
貴
紫

団　
員　
　
新
海　
清
隆

☆
特
別
感
謝
状

日
野
町
消
防
団　
第
三
分
団

退
職
者
感
謝
状
贈
呈

☆
15
年
以
上
勤
続
感
謝
状

元
分
団
長　
赤
澤　
秀
男

☆
５
年
か
ら
15
年
勤
続
感
謝
状

元
班
長　
　
中
西　
　
篤

元
班
長　
　
八
木　
幸
夫

元
班
長　
　
岡
村　
忠
英

元
団
員　
　
岡
本　
卓
也

元
団
員　
　
小
森　
紀
明

元
団
員　
　
塚
本　
栄
一

元
団
員　
　
川
西　
正
則

元
団
員　
　
鑓　
　
真
史

元
団
員　
　
山
下　
智
司

元
団
員　
　
木
村　
　
慶

元
団
員　
　
吉
澤　
善
友

元
団
員　
　
盛
井　
智
彰

元
団
員　
　
門
谷　
拓
茂

元
団
員　
　
井
上　
澄
重

元
団
員　
　
北
浦　
甚
作

日
野
町
長
・

日
野
町
消
防
団
長
表
彰

☆
功
労
章

分
団
長　
　
森
田　
一
平

日
野
町
長
表
彰（
５
年
勤
続
）

班　
長　
　
堀
井　
保
昌

団　
員　
　
奥
村　
　
健

団　
員　
　
郷
間　
大
生

団　
員　
　
竹
村　
元
宏

団　
員　
　
渡
邉　
　
岳

団　
員　
　
栗
原　
直
人

団　
員　
　
中
西　
聖
貴

団　
員　
　
礒
﨑　
　
均

団　
員　
　
岡　
　
哲
也

団　
員　
　
荒
川　
忠
男

団　
員　
　
市
田　
　
晃

団　
員　
　
脇　
　
貴
美

団　
員　
　
小
森　
洋
輝

団　
員　
　
山
田　
浩
嗣

団　
員　
　
松
村　
和
哉

団　
員　
　
木
本　
秀
紀

団　
員　
　
柊　
　
　
修

団　
員　
　
中
西　
康
二

団　
員　
　
園
城　
和
也

団　
員　
　
吉
村　
俊
彦

団　
員　
　
久
保　
政
士

日
野
町
消
防
団
長
表
彰

団　
員　
　
奥
村　
　
健

団　
員　
　
山
本　
彰
一

団　
員　
　
渡
邉　
　
岳

団　
員　
　
山
田　
健
二

団　
員　
　
北
岡　
秀
王

団　
員　
　
岡　
　
哲
也

団　
員　
　
小
南　
裕
司

団　
員　
　
塚
本　
晋
市

団　
員　
　
小
森　
洋
輝

団　
員　
　
奥
野　
博
志

団　
員　
　
髙
橋　
寛
行

団　
員　
　
小
田　
　
浩

団　
員　
　
木
村　
　
淳

団　
員　
　
藤
澤　
和
也

団　
員　
　
福
永　
晃
仁

団　
員　
　
山
中　
啓
司

団　
員　
　
仁
平　
　
泰

◆問い合わせ先　総務課　総務担当　☎ 0748-52-6500

滋
賀
県
消
防
協
会

日
野
支
部
消
防
出
初
式

　
１
月
７
日（
日
）、
令
和
６
年
滋
賀
県
消
防
協
会
日
野
支
部
消
防
出
初
式
が
日

野
公
民
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
日
野
町
消
防
団
員
約
１
３
０
人
と
消
防
車
両
等
６
台
が
参
加
し
、
機
械
器
具

点
検
や
式
典
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
多
く
の
消
防
関
係
者
が
参
列
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
る
消
防
団

活
動
や
、
訓
練
等
の
功
績
を
た
た
え
、
表
彰
状
や
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

団
員
の
皆
さ
ん
に
は
日
々
の
活
動
に
よ
り
、
町
の
安
心
・
安
全
を
守
っ
て
い
た

だ
い
て
お
り
、
重
ね
て
そ
の
ご
苦
労
に
対
し
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
受
章

さ
れ
た
の
は
次
の
皆
さ
ん
で
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。�

（
敬
称
略
）

決意新たに…「安心・安全なまち」をめざして決意新たに…「安心・安全なまち」をめざして
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●�

今
年
も
申
告
相
談
予
約
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
ま
す

　
広
報
ひ
の
１
月
号
に
掲
載
し
た
、
令
和
６
年

度
（
令
和
５
年
分
）
に
係
る
税
の
申
告
相
談
に

つ
い
て
、予
約
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
す
。な
お
、

会
場
で
の
順
番
受
付
と
予
約
制
を
並
行
し
て
実

施
す
る
た
め
、
会
場
受
付
を
さ
れ
る
方
に
つ
い

て
は
、
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〇�

予
約
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
令
和
６
年
度
（
令
和

５
年
分
）
町
・
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
相
談

予
約
の
ご
案
内
」
ま
た
は
左
の
2
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
予
約
に
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
で
す
。

〇
予
約
対
象
日

２
月
20
日（
火
）、22
日（
木
）、26
日（
月
）、

28
日（
水
）、29
日（
木
）、３
月
4
日（
月
）、

5
日（
火
）、8
日（
金
）、11
日（
月
）、13
日（
水
）

※ 

各
対
象
日
の
前
日
18
時

ま
で
予
約
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●�

申
告
に
は
「
利
用
者
識
別
番
号
」

が
必
要
で
す

　
利
用
者
識
別
番
号
は
、
確
定
申
告
書
を

町
か
ら
税
務
署
へ
電
子
デ
ー
タ
で
提
出
す

る
た
め
に
必
要
な
16
桁
の
個
人
の
識
別
番

号
で
す
。
税
務
署
か
ら
利
用
者
識
別
番
号

が
記
載
さ
れ
て
い
る
ハ
ガ
キ
や
書
面
な
ど

が
あ
る
場
合
は
、
申
告
当
日
に
必
ず
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

●�

会
場
受
付
の
混
雑
状
況
を

確
認
で
き
ま
す

　
申
告
相
談
会
場
の
受
付
状
況
を
、
会
場

入
口
と
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
申
告
相
談
の
受
付
時
間
の
目
安
に

し
て
く
だ
さ
い
。
受
付
状
況
は
、
2
月
16

日
（
金
）
か
ら
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

下
の
2
次
元
コ
ー

ド
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

確
定
申
告
相
談
は

確
定
申
告
相
談
は  

22
月月
1616
日（
金
）～

日（
金
）～

33
月月
1515
日（
金
）で
す

日（
金
）で
す

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
7
0

予約専用サイト

受付状況番号表示

▲スマホによる
申告はこちら

確定申告

★
★
★
大
津
地
方
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
★
★
★

不
動
産
の
相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
相
続
に
よ
り
（
遺
言
に
よ
る
場
合

を
含
む
）
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
そ
の
取
得
を
知
っ
た

日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
（
令
和
６
年
４
月
１
日
以
前
に
発
生
し
た
相

続
も
対
象
と
な
り
ま
す
）。

　
ま
た
、
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
に
よ
り
、
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
遺
産
分

割
協
議
が
成
立
し
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
登
記
の
申
請
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
正
当
な
理
由
も
な
く
義
務
に
違
反
し
た
場

合
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

大
津
地
方
法
務
局
東
近
江
出
張
所
（
☎
0
7
4
8-

2
2-

0
4
9
4
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
自
宅
等
で
自
筆
証
書
遺
言
書
を
保
管
し
て
い
た
場
合
、

遺
族
が
遺
言
書
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
り
、
遺
言
書
の
改
ざ

ん
や
紛
失
の
お
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度
に
よ
り
、
手
数

料
３，
９
０
０
円
で
法
務
局
で
長
期
間
適
正
に
遺
言
書
を
保
管
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
遺
言
書
を
開
封

す
る
際
に
必
要
な
家
庭
裁
判
所
の
検
認
も
不
要
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
大
津
地
方
法
務
局
彦
根
支
局

（
☎
0
7
4
9-
2
2-
0
2
9
1
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
相
続
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ

　
　
　
「
自
筆
証
書
遺
言
保
管
制
度
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い
】

不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」

　
例
年
、
申
告
相
談
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
ご
自
宅
な
ど
か
ら
24
時
間

い
つ
で
も
簡
単
・
便
利
に
確
定
申
告
書
を
作
成
・
送
信
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
eイ-

ー

Tタ
ッ
ク
ス

A
X

（
電
子
申
告
）
で
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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